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。

　区役所2階の相談コーナーでは、専門の相談
員が無料で各種相談に応じています。
　お気軽にご利用ください。

◎予約制
相 談 名 実施曜日・時間 相 談 員
法律相談 毎月第1・3月曜日。午後 弁 護 士
◆予約方法　相談日当日、午前9時から電話
　　　　　　（☎861-2400）で受け付けます。
　　　　　　定員8人。【先着順】

◎予約不要　直接相談コーナーにお越しください。
相　談　名 実施曜日・時間 相　談　員

行 政 相 談 毎週火曜日
午後1時～4時 行政相談員

家庭生活相談 毎週水・金曜日
午前10時～午後4時※

家 庭 生 活
カウンセラー

交通事故相談 毎週木曜日
午前9時30分～午後4時※

交 通 事 故
相　談　員

税 相 談 毎週第1金曜日
午後1時～4時 税　理　士

高齢者職業相談 毎週月～金曜日午前8時45分～午後5時※
高 齢 者
職業相談員

※正午～午後1時は昼休み。

カラスの被害を防ぐには　

◆ごみステーションを荒らされないために
　最も多い被害がごみの散乱です。ごみを出すときは、特に
次のことに注意しましょう。
　一人ひとりが注意することで被害を最小に食い止められます。
　①ネットなどでごみを確実に覆う。
　②生ごみはよく水を切り、新聞紙で包むなどして袋の外から見えないようにする。

これからの季節は、カラスの活動も活発になります。
カラスの被害を防ぐための方法をご紹介します。

◆威嚇や攻撃を防ぐために
　カラスが攻撃的になるのは営巣期（4～5月）と、ひなの巣立ちの時期（6～7月）です。
　カラスが人を襲うのは、巣やひなを守ろうとする行動です。通常は頭の上をかすめて飛ぶだ
けですが、時には直接頭を狙って足でけることもあります。
　どうしても巣の近くを通らなければならない場合は、帽子をかぶったり、傘を差したりする
ことで被害を少なくすることができます。
◆巣があって通行人などを威嚇する場合
　公園の樹木や街路樹に巣がある場合は、区土木センターへ。
　個人や会社の敷地内に巣がある場合は、土地の所有者が対応することになります。
　ただし、卵・ひながいる巣の撤去には、有害鳥獣捕獲許可が必要になります。
◆問い合わせ先

 公園・街路樹にできた巣  白石区土木センター維持管理課 ☎864－8125
 巣から落ちた子ガラスの保護
 卵やひなのいる巣の撤去申請（有害鳥獣捕獲許可）

 環境局みどりの推進部
  　みどりの管理課自然環境係 ☎211－2536

 ごみステーションのカラスよけに関する相談  白　石　清　掃　事　務　所 ☎876－1753

区役所相談コーナーをご利用ください 　　　区総務企画課広聴係　
　　　☎861‒2400（内線224～226）詳細
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日
時　

5
月

29
日
㈪
、

31
日
㈬
、

6
月
2

日
㈮
、

5
日
㈪
、

7
日
㈬
、
9
日
㈮
。

い
ず
れ
も
午
前
10
時
〜
正
午
。
全

6
回
。

内
容　

パ
ソ
コ
ン
の
基
本
操
作
・

文
字
入
力
・
文
書
作
成
・
保
存
な

ど
。

対
象　

区
内
に
お
住
ま
い
か
勤
務

す
る
15
歳
以
上
の
方
（
中
学
・
高

校
生
を
除
く
）。

定
員　

20
人
。

費
用　

受
講
料
3
千
400
円
。
教
材

費
千
円
。

申
込
方
法　

5
月
15
日
㈪
午
前
9

時
〜
正
午
に
電
話
か
直
接
窓
口
で

申
し
込
み
。
定
員
を
超
え
た
場
合

は
、
5
月
16
日
㈫
午
前
10
時
に
公

開
抽
選
。

定
員
に
満
た
な
い
場
合
は
5
月
17

日
㈬
ま
で
受
け
付
け（
先
着
順
）。

受
講
料
納
入　

5
月
19
日
㈮
〜
20

日
㈯
の
午
前
9
時
〜
午
後
5
時
に

直
接
窓
口
ま
で
。
納
入
さ
れ
た
受

講
料
は
お
返
し
で
き
ま
せ
ん
。
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